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耐震シェルター整備事業の補助対象を拡充 

別紙資料  有（令和６年７月 18 日付報道資料「耐震シェルター整備事業の補助額を拡充」）                  

 

◆アピールポイント 
地震発生時の住宅倒壊から命を守る対策の一つである、耐震シェル

ターの設置に関する補助について、対象を拡充しました。 

◆内 容 な ど 

これまでに耐震シェルター整備事業の補助額拡充については、 

令和６年７月 18 日に公表させていただきました（別紙参照）。 

さらに「耐震シェルター」の設置費用に対する補助制度をより多く

の方に利用いただけるよう補助対象を拡充しました。 

補助対象の拡充内容 

 これまでの「65 歳以上の方のみが居住している住宅」という要件 

を撤廃しました。 

 

【問合せ】  建築安全推進課 (静岡庁舎５階) 

     担当 土屋、小沼、鈴木  

電話 ０５４－２２１－１１２４ 
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